
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
八
年
農
林
省
令
第
九
号

「
タ
ラ
バ
」
蟹
類
採
捕
取
締
規
則

大
正
三
年
農
商
務
省
令
第
二
十
九
号
ヲ
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
条
　
本
則
ニ
於
テ
蟹
ト
ハ
「
タ
ラ
バ
ガ
ニ
」
（
学
名
テ
イ
レ
シ
ウ
ス
氏―

パ
ラ
リ
ト
ー
デ
ス
・
カ
ム
チ
ヤ
テ
イ
カ
）
及
「
ア
ブ
ラ
ガ
ニ
」
（
学
名
ブ
ラ
ン
ト
氏―

パ
ラ
リ
ト
ー
デ
ス
・
プ
ラ
テ
イ
プ
ス
）
ヲ
謂
フ

第
二
条
　
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
蟹
ハ
之
ヲ
採
捕
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
揚
網
ゴ
ト
ニ
其
ノ
揚
網
シ
タ
ル
網
一
反
当
リ
一
尾
（
オ
リ
ユ
ー
ト
ル
区
域
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
揚
網
シ
タ
ル
網
二
反
当
リ
一
尾
）
ヲ
超
エ
ザ
ル
場
合
ハ
此
ノ
限

ニ
在
ラ
ズ

一
　
雌
蟹

二
　
胸
甲
ノ
幅
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
ノ
雄
蟹

第
三
条
　
蟹
ノ
腹
甲
ニ
抱
カ
レ
タ
ル
卵
ハ
之
ヲ
採
取
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
四
条
　
第
二
条
各
号
ニ
掲
グ
ル
蟹
又
ハ
前
条
ノ
卵
ハ
販
売
ノ
目
的
ヲ
以
テ
之
ヲ
製
品
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
第
二
条
但
書
ニ
該
当
ス
ル
蟹
ニ
シ
テ
北
海
道
ニ
於
テ
製
品
ト
為
ス
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
北
海
道
知
事
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
場

合
ニ
限
リ
之
ヲ
罐
詰
以
外
ノ
製
品
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
五
条
　
第
二
条
、
第
三
条
又
ハ
前
条
ノ
規
定
ニ
違
反
シ
タ
ル
者
ハ
二
年
以
下
ノ
懲
役
若
ハ
五
十
万
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
シ
又
ハ
之
ヲ
併
科
ス

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
犯
人
ノ
所
有
シ
又
ハ
所
持
ス
ル
漁
獲
物
、
其
ノ
製
品
、
漁
船
又
ハ
漁
具
其
ノ
他
水
産
動
植
物
ノ
採
捕
ノ
用
ニ
供
サ
レ
ル
物
ハ
之
ヲ
没
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
犯
人
ノ
所
有
シ
タ
ル
前
記
物
件
ノ
全
部
又
ハ
一
部

ヲ
没
収
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
価
額
ヲ
追
徴
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
条
　
法
人
ノ
代
表
者
又
ハ
法
人
若
ハ
人
ノ
代
理
人
、
使
用
人
其
ノ
他
ノ
従
業
者
其
ノ
法
人
又
ハ
人
ノ
業
務
又
ハ
財
産
ニ
関
シ
前
条
第
一
項
ノ
違
反
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
行
為
者
ヲ
罰
ス
ル
ノ
外
其
ノ
法
人
又
ハ
人
ニ
対
シ
同
条

ノ
罰
金
刑
ヲ
科
ス

附
　
則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

本
令
施
行
前
大
正
三
年
農
商
務
省
令
第
二
十
九
号
第
二
条
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
受
ケ
タ
ル
許
可
ハ
本
令
ニ
依
リ
之
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
三
月
一
四
日
農
林
省
令
第
一
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
施
行
の
日
（
昭
和
二
十
五
年
三
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
前
に
漁
業
を
営
む
者
、
船
長
又
は
そ
の
他
の
乗
組
員
が
し
た
行
為
（
指
定
遠
洋
漁
業
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
漁
業
の
許
可
の
取
消
、
漁
業
の
停
止
、
碇
泊
命
令
、
下
船
命
令
等
の
漁
業
取
締
上
行
う
行

政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
に
関
し
て
は
、
こ
の
省
令
施
行
後
で
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
施
行
後
で
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
七
月
一
日
農
林
省
令
第
三
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
六
月
一
一
日
農
林
水
産
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
及
び
水
産
資
源
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


